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占
領
期
の
日
本
の
医
療
福
祉
行
政
を
回
想
し
た
、
Ｃ
・
Ｆ
・
サ

ム
ス
の
「
Ｄ
Ｄ
Ｔ
革
命
（
竹
前
栄
治
編
訳
）
」
の
中
に
、
予
防
接
種
後

に
多
数
の
児
童
が
急
性
結
核
を
発
症
し
、
そ
れ
が
政
治
的
謀
略
で

あ
っ
た
と
の
記
載
が
あ
る
。
サ
ム
ス
の
回
想
で
は
、
Ｂ
Ｃ
Ｇ
接
種

に
よ
っ
て
免
疫
に
な
っ
た
は
ず
の
多
く
の
児
童
が
急
性
結
核
を
発

症
し
、
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ン
の
治
療
に
よ
り
改
善
し
た
事
件
に

つ
い
て
、
人
型
結
核
菌
の
接
種
が
原
因
で
あ
り
、
そ
れ
は
政
治
的

謀
略
で
あ
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。
訳
者
は
こ
れ
を
、
昭
和
二
十
四

年
宮
城
県
岩
ヶ
崎
町
に
て
百
日
咳
予
防
接
種
を
受
け
た
乳
幼
児
の

六
十
二
名
に
発
生
し
た
接
種
結
核
事
件
と
し
て
、
政
治
的
謀
略
と

考
え
ら
れ
る
資
料
は
な
い
こ
と
と
、
昭
和
二
十
七
年
被
害
者
側
か

ら
国
家
賠
償
法
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
が
提
訴
さ
れ
た
が
、

和
解
に
よ
り
解
決
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
日

65

岩
ヶ
崎
接
種
結
核
事
件
に
関
す
る

Ｇ
Ｈ
Ｑ
文
書
に
つ
い
て

渡
部
幹
夫

本
の
資
料
と
国
会
図
書
館
に
て
公
開
さ
れ
て
い
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
文
書
を

検
証
し
た
。

宮
城
県
衛
生
部
「
宮
城
県
岩
ヶ
崎
町
に
お
け
る
百
日
咳
予
防
ワ

ク
チ
ン
注
射
事
故
の
概
要
」
は
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
の
百
日
咳

ワ
ク
チ
ン
接
種
乳
幼
児
二
百
七
名
の
中
の
多
数
に
翌
年
一
月
注
射

局
所
と
腋
窩
リ
ン
パ
腺
の
腫
脹
が
見
ら
れ
、
細
菌
学
的
検
査
に
よ

り
抗
酸
性
菌
を
確
認
、
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
検
査
に
て
六
十
四
名
の
陽

性
者
を
発
見
し
て
、
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ン
に
よ
る
治
療
を
行
っ

た
が
一
名
の
死
亡
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

東
北
大
学
抗
酸
菌
病
研
究
所
は
「
乳
幼
児
接
種
結
核
症
」
と
し

て
詳
細
に
報
告
し
て
い
る
。
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ン
治
療
の
経
過

を
含
む
臨
床
的
細
菌
学
的
記
録
が
詳
細
に
な
さ
れ
て
い
る
。
事
故

の
原
因
探
求
と
考
察
に
お
い
て
、
か
な
り
の
量
の
中
等
度
毒
力
人

型
菌
が
注
射
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
侵
入
機
転
の
決
定
が
出

来
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

当
時
の
新
聞
の
報
道
は
、
結
核
を
発
症
し
た
乳
児
を
抱
え
る
家

庭
の
経
済
的
困
窮
を
報
道
し
て
お
り
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活

扶
助
と
医
療
扶
助
の
支
出
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
原
告
六
十
五

名
に
よ
り
東
京
地
裁
に
提
訴
さ
れ
た
訴
訟
番
号
二
七
（
ワ
）
三
七
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六
「
町
長
、
保
健
所
長
の
百
日
咳
予
防
接
種
上
の
違
法
に
よ
る
損

害
の
賠
償
請
求
」
は
昭
和
三
十
二
年
二
月
訴
訟
の
取
り
下
げ
が
さ

れ
、
裁
判
の
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
・

同
事
件
に
つ
い
て
、
国
立
国
会
図
書
館
日
本
占
領
関
係
文
書
Ｇ

Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
公
衆
衛
生
文
書
に
目
号
曳
呂
さ
爵
‐
冒
甲

闇
の
囚
冨
と
し
て
一
九
四
九
年
四
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
の
百
三

十
頁
を
こ
え
る
記
録
が
残
る
。
百
日
咳
ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種
時

の
状
況
、
接
種
部
位
の
化
膿
創
の
多
発
に
は
じ
ま
る
事
件
の
七
回

に
わ
た
る
調
査
の
記
録
、
特
別
調
査
委
員
会
の
記
録
、
ｚ
９
５
口
巴

言
の
昌
昌
①
旦
国
８
－
房
弓
○
百
○
に
お
け
る
細
菌
学
的
検
査
結
果

報
告
な
ど
を
含
む
。
抗
酸
菌
病
研
究
所
に
よ
る
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ

シ
ン
に
よ
る
詳
細
な
治
療
の
記
録
が
最
も
多
い
。
調
査
の
早
期
に

使
用
前
後
の
ワ
ク
チ
ン
バ
イ
ア
ル
が
回
収
さ
れ
て
ｚ
呂
目
巴

卑
２
２
丘
吊
巨
＆
目
月
旨
呂
冒
尉
に
搬
入
さ
れ
た
。
そ
の
中
の

一
本
の
沈
澄
塗
沫
鏡
検
に
よ
り
抗
酸
性
菌
が
発
見
さ
れ
た
。
事
故

の
原
因
は
①
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
過
程
に
お
け
る
汚
染
、
②
接
種
時

の
汚
染
、
③
故
意
に
よ
る
汚
染
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
た
が
結
論

は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
文
書
は
、
予
防
接
種
担
当
医
師
が

結
核
患
者
で
あ
っ
た
と
い
う
新
聞
記
事
を
収
録
し
て
い
る
。
Ｇ
Ｈ

Ｑ
文
書
に
は
、
サ
ム
ス
の
回
想
に
つ
い
て
の
根
拠
と
な
る
も
の
は

な
い
。接

種
担
当
医
師
と
看
護
婦
が
と
も
に
開
放
性
結
核
患
者
で
あ
っ

た
こ
と
を
原
因
と
し
て
、
接
種
時
の
過
誤
に
よ
る
予
防
接
種
事
故

例
と
し
て
い
る
成
言
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
接
種
結

核
事
故
が
、
そ
れ
を
原
因
と
し
て
発
生
し
た
の
か
疑
問
で
あ
る
。

予
防
接
種
事
故
は
昭
和
四
十
五
年
前
後
に
続
発
し
大
き
な
社
会

問
題
と
な
っ
た
。
昭
和
二
十
七
年
、
国
家
賠
償
法
に
よ
る
訴
訟
が

提
訴
さ
れ
、
和
解
や
結
審
せ
ず
取
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
予

防
接
種
事
故
に
対
し
行
政
施
策
が
遅
れ
た
理
由
の
ひ
と
つ
と
考
え

ら
れ
る
。
占
領
下
に
、
公
衆
衛
生
施
策
と
し
て
の
予
防
接
種
に
よ

る
大
事
故
が
、
当
時
の
衛
生
行
政
担
当
者
、
臨
床
医
学
界
、
Ｇ
Ｈ

Ｑ
に
よ
り
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
対
処
さ
れ
た
か
を
考
察
し
て

報
告
す
る
。

（
順
天
堂
医
療
短
期
大
学
）


